
様式第2（第8条第3項関係）（平14経産令107・追加、平21経産令15・一部改正）一括調査報告変更届経済産業大臣殿年月日一括事業所所在地一括事業所名一括調査報告義務者氏名経済産業省生産動態統計調査規則第8条第3項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。変更事項変更前変更後備考1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2「変更事項」の欄には、「事業所所在地」、「事業所名」、「報告義務者及び一括調査報告義務者氏名」又は「調査票名」を記載すること。  


